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印
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要
の
メ
リ
ッ
ト

申
請
書
な
ど
へ
の
押
印
を
不
要
と
す
る

こ
と
で
、
申
請
に
か
か
る
時
間
が
短
縮
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
印
鑑
を
忘
れ
て
申
請
が

で
き
な
い
こ
と
や
、
家
に
取
り
に
帰
る
な

ど
の
必
要
も
な
く
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど

の
公
的
個
人
認
証
を
利
用
し
た
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
が
進
め
や
す
く
な
り
、
市
役
所
に

行
か
な
く
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
可

能
に
な
り
ま
す
。

押
印
を
不
要
と
す
る
申
請
書
な
ど

◉
約
２
、7
2
5
種
類（
既
に
見
直
し
済
み

2
1
4
種
類
）

市では、令和元年８月の都城デジタル化推進宣言（令和３年２月アップデート）に基づき、市民や事業者の申
請に係る負担軽減を図るとともに、行政手続きのオンライン化推進のため、市に提出される申請書などへの押印
の見直しを令和２年度当初から進めてきました。

本年度 10 月には、押印見直しに関する方針を決定。一部の例外を除いて、市に提出される申請書や、職員が
内部で利用する書類への押印が令和３年４月１日から不要になります。

なお、市の公共施設を運営する指定管理者や第三セクターが所管する申請書などについても、押印見直しの検
討を要請しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ◎問い合わせ　総合政策課　☎ 23-7161

【
押
印
不
要
の
申
請
書
な
ど
の
例
】

国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支
給
申
請

書
、
介
護
保
険
要
介
護
認
定
・
要
支
援
認

定
申
請
書
な
ど

今
後
も
押
印
が
必
要
な
申
請
書
な
ど

◉
約
3
7
8
種
類

実
印
が
必
要
な
も
の
、
国
や
県
が
様
式

を
定
め
て
い
る
も
の
、
他
機
関
に
提
供
す

る
も
の
、
契
約
に
関
す
る
も
の
な
ど

◉
そ
の
他

・�

国
や
県
が
定
め
て
い
る
様
式
は
、
法
令

や
県
条
例
な
ど
の
改
正
が
さ
れ
た
時
点

で
、
押
印
を
不
要
と
し
ま
す

・�

押
印
が
不
要
な
申
請
書
な
ど
や
押
印
が

残
る
申
請
書
な
ど
の
一
覧
を
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
４
月
上
旬
に
公
開
し
ま
す

※
各
数
値
は
、
2
月
18
日
時
点

申請書申請書などへのなどへの押印押印がが
不要になります！不要になります！

令和3年 4月 1日令和 3年 4月 1日からから令和 3年 4月 1日令和 3年 4月 1日からから
申請書申請書などへのなどへの押印押印がが
不要になります！不要になります！

今後の手続きイメージ
見直し前

見直し後

氏 

名 肉戸焼酎 印

氏 

名 肉戸焼酎 印

「署名＋押印」または「記名＋押印」が必要

「署名」の場合は押印不要

※「記名＋押印」でも可

※署名または記名押印

氏 

名 肉戸焼酎
※署名または記名押印

印

または

広報 都城 令和 3 年 3 月号 6


